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一般社団法人福岡市薬剤師会 

薬局委員会        

常務理事 清水 敦   

 

福岡県薬剤師会から、下記文書が届きましたのでお知らせします。 
 

〈以下別添文書から抜粋〉 

調査対象：全薬局 

調査内容：「改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査票」 
回答期限：令和５年８月１７日(木) 

       ふくおか電子申請サービスの QRコードはコチラ→  

入力の時間制限がありますので、別添資料の設問の説明を 

よくご覧いただきあらかじめ回答を作成してから入力をお願いします。 
 

※別添資料は、福岡市薬剤師会ホームページに掲載しています。 

福岡市薬剤師会ホームページ→会員のみなさま→お知らせ 

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/71322/   

 

５福薬業発第２１２号 

令和５年７月３１日 

各地区薬剤師会会長 殿 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 山口 信也  

 

改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査（薬局）について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件について、福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課より別添のとお

り連絡がありましたのでお知らせいたします。 

新型コロナへの対応を踏まえ、新興感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予

防及び 感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」において、平時

から、都道府県と薬局の間で、医療措置協定（医療提供体制の確保に関する協定）を締結

する仕組みが法定化されました。また、厚生労働省作成のガイドラインにおいて、都道府

県が医療措置協定の協議及び締結作業を行うに当たって、新型コロナの対応を念頭に、事

前調査を実施するよう、調査項目等が示されたところです。  

ご多忙とは存じますが、医療措置協定の締結に向けて、事前調査にご協力いただきます

よう、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/71322/

